
 

 

災害時等における交通費の支給に関する特例措置について 

 

決  裁 昭49.５.16 

最近改正 令 元.５.７ 

 

 １ 支給対象者 

   交通機関を利用して通勤している者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合で、

最も合理的かつ経済的な経路及び方法により通勤したと認められる者 

    (1) 災害時及びスト当日（以下「災害時等」という。）、通常勤務のため利用している

交通機関以外の交通機関（ただし、鉄道及びバスに限る。）を利用しなければ通勤で

きないと認められる者が出勤した場合 

    (2) 災害時等、特に出勤を命じられた者のうち、災害及びストのため交通機関を利用す

ることができないため、やむなく自家用車を利用して出勤した場合 

        ただし、代替交通機関の最寄駅までの距離が４ｋｍ未満の場合は、原則として徒歩

によるものとする。 

  ２ 届  出 

      前項に該当する者は、「災害時等における交通費請求書」（様式１）により、所属長

あて請求しなければならない。 

  ３ 支給額の認定 

   支給額の認定は、下記の基準により所属長が行うものとする。 

(1) 第１項第１号に該当する場合は、代替交通機関による通勤に要したと認められる

額 

(2) 第１項第２号に該当する場合は、自家用車による通勤に要したと認められる消費

燃料相当額 

 ４ 支給手続及び支給方法 

  (1) 所属長は、証ひょう書類として支給調書を作成する。なお、支給調書及び「災害時

等における交通費請求書」の写しを研修・厚生担当課長に提出することとする。 

  (2) 支給等については、水道局小口現金運用規程の定めるところにより処理することと

し、支出科目は通信運搬費とする。 

 

附 則 

この規定は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、通知の日（令和元年７月１日）から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の災害時等における交



 

 

通費請求書（次項において「旧災害時等における交通費請求書」という。）により使

用されている書類は、この規程による改正後の災害時等における交通費請求書による

ものとみなす。 



 

 

（様式１） 

災害時等における交通費請求書                                （    年  月  日） 

   課  長 課長代理 係  長 係  員  

       

所 属 
 

職員番号・氏名 
  

住 所 
 

通 常 の 通 勤 の 実 情 災 害 時 等 の 通 勤 の 実 情 

順 

路 

通勤方法 

の  別 
区   間 

順 

路 

通勤方法 

の  別 
区   間 

消費燃料 

所  要  額 
認 定 額 

１  住居から           まで １  住居から           まで      円       円 

２                 から           まで ２  から        まで          円            円 

３         から        まで ３  から        まで          円 円 

４         から           まで ４  から        まで          円 円 

５         から           まで ５  から        まで          円 円 

６         から           まで ６  から        まで          円 円 

７         から           まで ７  から        まで          円 円 

(備考) 
自 家 用 車 

利用の場合  

排 気 量            ｃｃ 

距   離            ｋｍ 

燃料の種類 

計 

 

     円 

 

 

円 

 

支 給 額 

 

 

円 

 


